
 

大分市ロケーション撮影誘致補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和４年 ７月２７日 

大分市長 佐 藤 樹一郎    

 

大分市ロケーション撮影誘致補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大分市における映画及びドラマ（以下「映画等」という。）

のロケーション撮影を誘致し、地域経済の活性化及び観光客誘致を図るとともに、

映画等の映像を通じて、大分市の知名度向上につなげることを目的として交付す

る大分市ロケーション撮影誘致補助金（以下「補助金」という。）に関し、大分

市補助金等交付規則（昭和４９年大分市規則第５６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「ロケーション撮影」とは、映画等の撮影場所の選定

のための活動（ロケーション・ハンティング）、映画等の制作のために行われる

撮影その他大分市内で行われる映画等の撮影終了までの一連の活動をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、大

分市内で行うロケーション撮影であって、次に掲げる要件の全てを満たすものと

する。 

⑴ 大分市内において５日以上行われるものであること。 

⑵ 国内外１００館以上の映画館で上映を予定している映画（上映時間が 1時間以

上のものに限る）、全国的な規模での放送を予定しているドラマ又は大手動画



 

配信サービスでの配信を予定している映画等であること。 

⑶ 大分市に経済効果又はＰＲ効果をもたらすものとして市長が認めるものであ

ること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するロケーション撮影は、

補助対象事業としない。 

⑴ ロケーション撮影によって制作される作品の内容が公序良俗に反すると認め

られるもの 

⑵ ロケーション撮影によって制作される作品の内容が宗教的又は政治的な宣伝

意図を有すると認められるもの 

⑶ 大分市から他の補助金を交付されているもの 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対

象事業を実施する団体（国内に所在するものに限る。）であって、次の各号のい

ずれかの要件を満たすものとする。ただし、補助対象事業に複数の団体が携わっ

ている場合にあっては、補助対象者となることができる団体は、１作品当たり１

団体とする。 

⑴ 法人格を有する団体 

⑵ 法人格を有しないが、次に掲げる要件の全てを満たしている団体 

ア 定款に類する規約等を有し、当該規約等に次のイからエについて明記されて

いること。 

イ 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。 

ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。 

エ 団体活動の本拠として事務所を有すること。 



 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象者としない。 

⑴ 政治団体 

⑵ 宗教上の組織又は団体 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）等に基づく更生手続又は再生手続を行っている団体 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２

号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

⑸ その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費（大分市内に所在地又は住所を

有する者との契約の対価として当該者に対して支払うべき経費であって、第７条

第１項の規定による申請を行った日の属する年度の末日までに支払が完了したも

のに限る。）とする。 

⑴ 資機材発注費 

⑵ 美術制作費 

⑶ 宿泊費 

⑷ 建設費 

⑸ 車両費 

⑹ 人件費 

⑺ 施設利用費 

⑻ 機材運搬費 



 

⑼ 食糧費 

⑽ 衛生費 

⑾ 交通費（市長が必要と認める区間及び券種に係るものに限る。） 

⑿ その他市長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額（その額に千

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、５００万円を限度とす

る。 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、大分

市ロケーション撮影誘致補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて、市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 収支予算書（様式第３号） 

⑶ 団体概要（様式第４号） 

⑷ 上映・放送等計画書（様式第５号） 

⑸ 誓約書（様式第６号） 

⑹ 企画書 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、同一年度において１作品当たり１回のみ行うことが

できる。 

 



 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、大分市ロケーション撮影誘

致補助金交付決定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。こ

の場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。  

２ 市長は、前項の決定を行うに当たり、あらかじめ市長が別に定めるところによ

り設置する委員会の意見を聴くものとする。 

（計画変更の申請等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該

交付の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容又は補助事業に要

する予算を変更しようとするときは、大分市ロケーション撮影誘致補助金補助事

業変更申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。ただし、補助事

業に要する予算の変更のうち、補助対象経費の２０パーセント以内の増減につい

ては、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、その変更を承認し、大分市ロケーション撮影誘致補助金補助

事業変更承認通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。

この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 

 （補助事業中止の申請等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の実施を中止するときは、大分市ロケーション

撮影誘致補助金補助事業中止申請書（様式第１０号）を速やかに市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であ



 

ると認めたときは、その中止を承認し、大分市ロケーション撮影誘致補助金補助

事業中止承認通知書（様式第１１号）により、補助事業者に通知するものとする。

この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 

（実績報告等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大分市ロケーション撮影誘

致補助金補助事業実績報告書（様式第１２号）に次の各号に掲げる書類を添えて、

補助事業が完了した日の翌日から起算して６０日を経過する日又は第８条第１項

の規定による通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長

に提出しなければならない。 

⑴ 収支決算書（様式第１３号） 

⑵ 領収書、支払証書兼受領証明書その他補助対象経費の支出を証する書類 

⑶ 補助事業実施時の写真 

⑷ 補助事業に係る各種許可証の写し 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、補助事業に係る映画等が完成したときは、大分市がフィルムコ

ミッション事業を実施するに当たり使用可能な映像及び写真を無償で提供するも

のとする。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による報告があったときは、その内容を審査

し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、大分市ロケーション撮影

誘致補助金額確定通知書（様式第１４号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

 



 

（請求） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大分市ロケー

ション撮影誘致補助金交付請求書（様式第１５号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取

消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返

還を求めるものとする。 

⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ 法令、規則又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。 

⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に際し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年７月２７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年８月２２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年５月１３日から施行する。 

 


